
第３６０号 令和５年（2023年) １月 

熊 野 町 商 工 会 案 内 

期 日 行   事   予   定 

１／１ 日   

２ 月   

３ 火  年始閉館期間 

４ 水  ・商工会御用始め 

５ 木  ・新年互例会及び新春講演会（熊野町民会館）11：00～12：30 

６ 金  ・熊野町地域経済応援クーポン事務局開設（商工会館 3階）10：30～16：30 

７ 土   

８ 日 コメの日  

９ 月   

１０ 火  ・熊野町地域経済応援クーポン事務局開設（商工会館 3階）10：30～16：30 

１１ 水  
・三役会 10:30～ 

・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）13:00～ 

１２ 木 パンの日  

１３ 金  ・インボイス制度個別相談会（税理士対応）13：00～ 

１４ 土   

１５ 日 お菓子の日  

１６ 月  ・事業計画策定及び DX推進セミナー①（商工会館 2階）15：00～17：00 

１７ 火   

１８ 水 コメの日 ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）13:00～ 

１９ 木   

２０ 金  ・インボイス制度個別相談会（税理士対応）13：00～ 

２１ 土   

２２ 日 夫婦の日  

２３ 月 ふみの日 ・事業計画策定及び DX推進セミナー②（商工会館 2階）15：00～17：00 

２４ 火   

２５ 水  ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）13:00～ 

２６ 木 ふろの日 
・インボイス制度個別相談会（税理士対応）13：00～ 

・くまのヒットカード協同組合 新年会 

２７ 金   

２８ 土 コメの日  

２９ 日   

３０ 月  ・事業計画策定及び DX推進セミナー③（商工会館 2階）15：00～17：00 

３１ 火 そばの日  

 

 

 

 

 

 

 

TEL   082‐854‐0216 

FAX   082‐854‐6458 

E-mail kumano@hint.or.jp 

URL:https://www.kumasho.com  

 

☆☆年末調整と確定申告に係る決算相談について☆☆ 

☆年末調整の受付締切：令和５年１月１１日（水）まで 

☆確定申告の相談期間：令和５年１月１７日（火） 

～３月３日（金）まで 

mailto:kumano@hint.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業規則は業績向上のためのツール！ 
～従業員が１０名以下の事業所こそ積極的に作成を！！～ 

 

就業規則を新規作成・変更して 

①従業員の正社員化や処遇改善による助成金申請 

②企業理念とルールの明文化による従業員との 

関係強化 

③従業員とのトラブル回避 

  などなどに取り組んでみませんか・・・ 

 

インボイス制度個別相談会 

（要予約） 

令和５年１０月から始まる、消費税のルール

変更で分かりにくいインボイス制度を各事業

所の状況に応じて、税理士がやさしくアドバ

イスします。お気軽にご利用下さい。 

詳しくは、同封の個別相談会申込書をご確認

下さい。 

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

  

事業計画策定・ＤＸ推進セミナー開催 

小規模事業者持続化補助金を活用して 

“販路開拓”や“新サービス”にチャレンジ！！ 

  

☆セミナー開催日と内容  （詳しくは同封のチラシをご覧ください） 

  ①１月１６日（月） 事業計画や自社の現状把握等について 

  ②１月２３日（月） 収益性を高める糸口の見つけ方等について 

  ③１月３０日（月） 「誰に」「何を」「どの様に」売っていくか等について 

 

○開催時間 １５時～１７時（全３回同じ時間で開催します） 

○開催場所 熊野町商工会館２階会議室（熊野町中溝４丁目１７－１３） 
 

※セミナー終了後は、事業計画書の完成までのサポートや経営相談など、 

専門家の方や商工会職員が個別に対応いたします。 

   

持続化補助金について 

（例：一般型） 

・補助上限額：50万円 

・補助率：２／３ 

・申請締切：２月２０日 

社会保険労務士と中小企業診断士の２つの資格を

取得している、専門家による窓口相談会を行ってい

ます。詳しくは、同封の経営相談窓口申込書をご確

認ください。 

○窓口相談日 ※相談時間は 13時～17時 

・１月１８日（水） 

・２月以降（調整中） 

 ○開 催 場 所 熊野町商工会館 

 就業規則とは・・・？！ 
⇒事業所や会社の秩序維持や職場環境の整備等を目的に「常時１０人以上の従業員（正社員だけでなく、

パートやアルバイトも含む）を雇用している事業所は作成後、労働基準監督署へ届出し、従業員に周知し

なければなりません。」。記載内容は、絶対に記載しないといけない「労働時間」「賃金」「退職」に関する

事項と、事業所や会社が独自で設けている「従業員とのルール」に関する事項です。 

 

 

 

○開催時間 各日１３時～１７時 

（１相談あたり１時間となります） 

○開催場所 熊野町商工会館 

 

○開 催 日 １月１３日（金） 

２０日（金） 

２６日（木） 

 


